
川崎都市計画地区計画の変更（川崎市決定） 

都市計画長尾２丁目地区地区計画を次のように変更する。 

名    称 長尾２丁目地区地区計画 

位    置 川崎市多摩区長尾２丁目地内 

面    積 約 6.7ha 

地区計画の目標 

本地区は、小田急小田原線向ヶ丘遊園駅の南東約 1ｋｍ、多摩丘陵
の東端に位置し、昭和 2年に小田急電鉄が「向ヶ丘遊園」を開園し、
その後平成 14年に閉園した地区であり、本地区周辺の多摩丘陵の樹林
地は、昭和 16年に「生田緑地」として、都市計画施設の緑地に指定さ
れ、今日まで豊かな自然環境が維持保全されている。 
「向ヶ丘遊園」跡地については、『川崎市緑の基本計画』において

は、貴重な緑の保全や生田緑地全体の魅力向上に資する賑わいや憩い
の空間の創出を進めることとしており、『生田緑地整備の考え方』にお
いては、新たな生田緑地の魅力が向上する憩いや賑わい、交流の場の
創出を進めることとしている。
これらの上位計画を踏まえ、本計画は、地区内の緑を保全するとと

もに、さらなる魅力向上に向けて、樹林地を活かした憩いや賑わい、
交流機能の創出を図ることを目標とする。

区
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土地利用の方針 

多摩丘陵の優れた景観を保ち、生田緑地と一体となった緑のネット
ワークを構築しつつ、自然を活かした憩いや賑わい機能等の創出を図
るため、特性に応じて地区全体を２つの地区に区分し、以下の方針の
もとに、適正な土地利用を誘導し、その維持及び保全を図る。
Ａ地区は、周辺環境に配慮しつつ、樹林地を活かした憩いや賑わい

機能等の集積を図る。
Ｂ地区は、豊かな自然環境に囲われた広大な空地を活かした活動に

よる憩い等の創出を図る。

地区施設 

の整備の方針 

生田緑地と一体となった緑のネットワークを適切に構築するため、

緑地を適切に配置する。

建築物等の整備の方針 

多摩丘陵の優れた景観を保ち、周辺環境に配慮するとともに、自然

を活かした憩いや賑わい機能等の創出を図るため、建築物等の用途の

制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は色彩その他の

意匠の制限について必要な基準を定める。
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及び規模 

緑地１ 幅員 5ｍ  延長 約 350ｍ 

緑地２ 幅員 3ｍ  延長 約 270ｍ 
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地
区
の
区
分

地区

の名

称 
Ａ－１ Ａ－２ Ｂ 

地区

の面

積 

約 4.6ha 約 0.04ha 約 2.1ha 

建築物等

の用途の

制限 

次に掲げる建築物は建
築してはならない。 
(1) 工場（自家販売のた
めのものを除く。） 

(2) 自動車教習所 
(3) マージャン屋、ぱち
んこ屋、射的場、勝馬
投票券発売所、場外車
券売場その他これらに
類するもの 

(4) カラオケボックスそ
の他これに類するもの 

－ －

建築物等
の高さの
最高限度 

建築物の高さは、次に
掲げる数値以下でなけれ
ばならない。ただし、第
１号の規定を適用する場
合において、階段室、昇
降機塔、装飾塔、物見
塔、屋窓その他これらに
類する建築物の屋上部分
の水平投影面積の合計が
当該建築物の建築面積の
８分の１以内のときは、
その部分の高さは、12メ
ートルを限度として算入
しない。 
(1) 20 メートル 
(2) 建築物の各部分から
前面道路の反対側の境
界線又は隣地境界線ま
での真北方向の水平距
離に 1.25 を乗じて得た
ものに 10メートルを加
えたもの 

(3) 建築物の各部分から
計画図表示の市道五所
塚 24号線の道路境界線
までの水平距離のうち
最小のものに 0.6 を乗
じて得たものに 5メー
トルを加えたもの 

建築物の高さは、次に
掲げる数値以下でなけれ
ばならない。ただし、第
１号の規定を適用する場
合において、階段室、昇
降機塔、装飾塔、物見
塔、屋窓その他これらに
類する建築物の屋上部分
の水平投影面積の合計が
当該建築物の建築面積の
８分の１以内のときは、
その部分の高さは、5メ
ートルを限度として算入
しない。 
(1) 10 メートル
(2) 建築物の各部分から
前面道路の反対側の境
界線又は隣地境界線ま
での真北方向の水平距
離に 0.6 を乗じて得た
ものに 5メートルを加
えたもの

(3) 建築物の各部分から
計画図表示の市道五所
塚 24号線の道路境界線
までの水平距離のうち
最小のものに 0.6 を乗
じて得たものに 5メー
トルを加えたもの

建築物の高さは、次に
掲げる数値以下でなけれ
ばならない。ただし、第
１号の規定を適用する場
合において、階段室、昇
降機塔、装飾塔、物見
塔、屋窓その他これらに
類する建築物の屋上部分
の水平投影面積の合計が
当該建築物の建築面積の
８分の１以内のときは、
その部分の高さは、5メ
ートルを限度として算入
しない。 
(1) 10 メートル
(2) 建築物の各部分から

前面道路の反対側の境
界線又は隣地境界線ま
での真北方向の水平距
離に 0.6 を乗じて得た
ものに 5メートルを加
えたもの 



「区域、地区整備計画の区域、地区の区分及び地区施設の配置は計画図表示のとおり」

建築物等
の形態又
は色彩そ
の他の意
匠の制限

１ 屋外空間では、演色性が高く、かつ、暖かみのある光源を基調とするもの
とする。 
２ 光源の位置や配光は、周辺街区への光害に配慮するものとする。 
３ 地区のシンボル施設や歩行者の主動線を顕在化させるあかりとなるように
配慮する。 
４ 点滅する照明は使用しない。ただし、６月以内の期間を限り、表示、又は
設置する場合は除くものとする。 
５ 建築物等の外観に使用する色彩は、マンセル表色系（日本産業規格に定め
る色の表示方法）で次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、建築
物等の外観の各面の面積のうち５分の１未満の面積で使用する色彩又は表面に
着色していない自然石、木材、土壁、ガラス等の素材本来が持つ色彩について
は、この限りではない。 
(1) 色相 OYR から 4.9YR の範囲であり、明度 5以上 8未満かつ彩度 2以下 
(2) 色相 OYR から 4.9YR の範囲であり、明度 3以上 5未満かつ彩度 4以下 
(3) 色相 5.OYR から 9.9YR の範囲であり、明度 3以上 8未満かつ彩度 4以下 
(4) 色相 OY から 4.9Y の範囲であり、明度 3以上 8未満かつ彩度 4以下 
(5) 色相 5.0Y から 9.9Y の範囲であり、明度 3以上 8未満かつ彩度 2以下 
６ 建築物の屋上に設ける水槽、クーリングタワー、キュービクル等の建築設
備は、壁面の立ち上げ又はルーバー等で覆い、当該工作物の色彩は、設置する
建築物の外観の色彩と調和したものとする。 
７ 建築物の上部を利用する屋外広告物は、設置しないものとする。 
８ 建築物等の壁面等に取り付けられた屋外広告物は、次の各号のいずれかに
該当する場合を除き、設置しないものとする。 
(1) 建築物又は工作物の壁面に対して平面的に広告表示するもので、その上端
までの高さを地上又はデッキ部分から 5メートル以下とするもの 

(2) 建築物等の壁面に取り付けられた工作物の突出面に広告表示するもので、
その下端までの高さを地上又はデッキ部分から 2.5 メートル以上、上端まで
の高さを地上又はデッキ部分から 5メートル以下とするもの
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理由書 

川崎都市計画地区計画の変更（長尾２丁目地区地区計画） 

生田緑地に隣接する長尾２丁目地区において、地区内の緑を保全するとともに、さら

なる魅力向上に向けて、樹林地を活かした憩いや賑わい、交流機能の創出を図るため、

約 6.7ha の区域について、地区計画を決定しましたが、建築物等の高さの最高限度の規

定において、一部数値に誤りがあることが判明したことから、その修正を行うため、地

区計画の変更をしようとするものです。



新旧対照表
新 旧

名    称 長尾２丁目地区地区計画 

位    置 川崎市多摩区長尾２丁目地内 

面    積 約 6.7ha 

地区計画の目標 

本地区は、小田急小田原線向ヶ丘遊園駅の南東約 1ｋｍ、多摩丘陵
の東端に位置し、昭和 2年に小田急電鉄が「向ヶ丘遊園」を開園し、
その後平成 14年に閉園した地区であり、本地区周辺の多摩丘陵の樹林
地は、昭和 16年に「生田緑地」として、都市計画施設の緑地に指定さ
れ、今日まで豊かな自然環境が維持保全されている。 
「向ヶ丘遊園」跡地については、『川崎市緑の基本計画』において

は、貴重な緑の保全や生田緑地全体の魅力向上に資する賑わいや憩い
の空間の創出を進めることとしており、『生田緑地整備の考え方』にお
いては、新たな生田緑地の魅力が向上する憩いや賑わい、交流の場の
創出を進めることとしている。
これらの上位計画を踏まえ、本計画は、地区内の緑を保全するとと

もに、さらなる魅力向上に向けて、樹林地を活かした憩いや賑わい、
交流機能の創出を図ることを目標とする。

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針

土地利用の方針 

多摩丘陵の優れた景観を保ち、生田緑地と一体となった緑のネット
ワークを構築しつつ、自然を活かした憩いや賑わい機能等の創出を図
るため、特性に応じて地区全体を２つの地区に区分し、以下の方針の
もとに、適正な土地利用を誘導し、その維持及び保全を図る。
Ａ地区は、周辺環境に配慮しつつ、樹林地を活かした憩いや賑わい

機能等の集積を図る。
Ｂ地区は、豊かな自然環境に囲われた広大な空地を活かした活動に

よる憩い等の創出を図る。

地区施設 

の整備の方針 

生田緑地と一体となった緑のネットワークを適切に構築するため、

緑地を適切に配置する。

建築物等の整備の方針 

多摩丘陵の優れた景観を保ち、周辺環境に配慮するとともに、自然

を活かした憩いや賑わい機能等の創出を図るため、建築物等の用途の

制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は色彩その他の

意匠の制限について必要な基準を定める。

名    称 長尾２丁目地区地区計画 

位    置 川崎市多摩区長尾２丁目地内 

面    積 約 6.7ha 

地区計画の目標 

本地区は、小田急小田原線向ヶ丘遊園駅の南東約 1ｋｍ、多摩丘陵
の東端に位置し、昭和 2年に小田急電鉄が「向ヶ丘遊園」を開園し、
その後平成 14年に閉園した地区であり、本地区周辺の多摩丘陵の樹林
地は、昭和 16年に「生田緑地」として、都市計画施設の緑地に指定さ
れ、今日まで豊かな自然環境が維持保全されている。 
「向ヶ丘遊園」跡地については、『川崎市緑の基本計画』において

は、貴重な緑の保全や生田緑地全体の魅力向上に資する賑わいや憩い
の空間の創出を進めることとしており、『生田緑地整備の考え方』にお
いては、新たな生田緑地の魅力が向上する憩いや賑わい、交流の場の
創出を進めることとしている。
これらの上位計画を踏まえ、本計画は、地区内の緑を保全するとと

もに、さらなる魅力向上に向けて、樹林地を活かした憩いや賑わい、
交流機能の創出を図ることを目標とする。
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土地利用の方針 

多摩丘陵の優れた景観を保ち、生田緑地と一体となった緑のネット
ワークを構築しつつ、自然を活かした憩いや賑わい機能等の創出を図
るため、特性に応じて地区全体を２つの地区に区分し、以下の方針の
もとに、適正な土地利用を誘導し、その維持及び保全を図る。
Ａ地区は、周辺環境に配慮しつつ、樹林地を活かした憩いや賑わい

機能等の集積を図る。
Ｂ地区は、豊かな自然環境に囲われた広大な空地を活かした活動に

よる憩い等の創出を図る。

地区施設 

の整備の方針 

生田緑地と一体となった緑のネットワークを適切に構築するため、

緑地を適切に配置する。

建築物等の整備の方針 

多摩丘陵の優れた景観を保ち、周辺環境に配慮するとともに、自然

を活かした憩いや賑わい機能等の創出を図るため、建築物等の用途の

制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は色彩その他の

意匠の制限について必要な基準を定める。



新  旧

地

区

整

備

計

画

地区施設の配置
及び規模 

緑地１ 幅員 5ｍ  延長 約 350ｍ 

緑地２ 幅員 3ｍ  延長 約 270ｍ 

建
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す
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事

項

地
区
の
区
分

地区

の名

称 
Ａ－１ Ａ－２ Ｂ 

地区

の面

積 

約 4.6ha 約 0.04ha 約 2.1ha 

建築物等

の用途の

制限 

次に掲げる建築物は建
築してはならない。 
(1) 工場（自家販売のた

めのものを除く。） 

(2) 自動車教習所 
(3) マージャン屋、ぱち

んこ屋、射的場、勝馬
投票券発売所、場外車
券売場その他これらに
類するもの 

(4) カラオケボックスそ
の他これに類するもの 

－ －

建築物等
の高さの
最高限度 

建築物の高さは、次に
掲げる数値以下でなけれ
ばならない。ただし、第

１号の規定を適用する場
合において、階段室、昇
降機塔、装飾塔、物見
塔、屋窓その他これらに
類する建築物の屋上部分
の水平投影面積の合計が
当該建築物の建築面積の
８分の１以内のときは、
その部分の高さは、12メ
ートルを限度として算入
しない。 
(1) 20 メートル 
(2) 建築物の各部分から
前面道路の反対側の境
界線又は隣地境界線ま
での真北方向の水平距
離に 1.25 を乗じて得た
ものに 10メートルを加
えたもの 

(3) 建築物の各部分から
計画図表示の市道五所
塚 24号線の道路境界線
までの水平距離のうち
最小のものに 0.6を乗
じて得たものに 5メー
トルを加えたもの 

建築物の高さは、次に
掲げる数値以下でなけれ
ばならない。ただし、第

１号の規定を適用する場
合において、階段室、昇
降機塔、装飾塔、物見
塔、屋窓その他これらに
類する建築物の屋上部分
の水平投影面積の合計が
当該建築物の建築面積の
８分の１以内のときは、
その部分の高さは、12メ
ートルを限度として算入
しない。 
(1) 10 メートル
(2) 建築物の各部分から
前面道路の反対側の境
界線又は隣地境界線ま
での真北方向の水平距
離に 0.6 を乗じて得た
ものに 5メートルを加
えたもの

(3) 建築物の各部分から
計画図表示の市道五所
塚 24号線の道路境界線
までの水平距離のうち
最小のものに 0.6 を乗
じて得たものに 5 メー
トルを加えたもの

建築物の高さは、次に
掲げる数値以下でなけれ
ばならない。ただし、第

１号の規定を適用する場
合において、階段室、昇
降機塔、装飾塔、物見
塔、屋窓その他これらに
類する建築物の屋上部分
の水平投影面積の合計が
当該建築物の建築面積の
８分の１以内のときは、
その部分の高さは、12メ
ートルを限度として算入
しない。 
(1) 10 メートル
(2) 建築物の各部分から

前面道路の反対側の境
界線又は隣地境界線ま
での真北方向の水平距
離に 0.6を乗じて得た
ものに 5メートルを加
えたもの 

地
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整
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地区施設の配置
及び規模 

緑地１ 幅員 5ｍ  延長 約 350ｍ 

緑地２ 幅員 3ｍ  延長 約 270ｍ 

建
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地
区
の
区
分

地区

の名

称 
Ａ－１ Ａ－２ Ｂ 

地区

の面

積 

約 4.6ha 約 0.04ha 約 2.1ha 

建築物等

の用途の

制限 

次に掲げる建築物は建
築してはならない。 
(1) 工場（自家販売のた
めのものを除く。） 

(2) 自動車教習所 
(3) マージャン屋、ぱち
んこ屋、射的場、勝馬
投票券発売所、場外車
券売場その他これらに
類するもの 

(4) カラオケボックスそ
の他これに類するもの 

－ －

建築物等
の高さの
最高限度 

建築物の高さは、次に
掲げる数値以下でなけれ
ばならない。ただし、第

１号の規定を適用する場
合において、階段室、昇
降機塔、装飾塔、物見
塔、屋窓その他これらに
類する建築物の屋上部分
の水平投影面積の合計が
当該建築物の建築面積の
８分の１以内のときは、
その部分の高さは、12メ
ートルを限度として算入
しない。 
(1) 20 メートル 
(2) 建築物の各部分から
前面道路の反対側の境
界線又は隣地境界線ま
での真北方向の水平距
離に 1.25 を乗じて得た
ものに 10メートルを加
えたもの 

(3) 建築物の各部分から
計画図表示の市道五所
塚 24号線の道路境界線
までの水平距離のうち
最小のものに 0.6 を乗
じて得たものに 5 メー
トルを加えたもの 

建築物の高さは、次に
掲げる数値以下でなけれ
ばならない。ただし、第

１号の規定を適用する場
合において、階段室、昇
降機塔、装飾塔、物見
塔、屋窓その他これらに
類する建築物の屋上部分
の水平投影面積の合計が
当該建築物の建築面積の
８分の１以内のときは、
その部分の高さは、5メ
ートルを限度として算入
しない。 
(1) 10 メートル
(2) 建築物の各部分から
前面道路の反対側の境
界線又は隣地境界線ま
での真北方向の水平距
離に 0.6 を乗じて得た
ものに 5メートルを加
えたもの

(3) 建築物の各部分から
計画図表示の市道五所
塚 24号線の道路境界線
までの水平距離のうち
最小のものに 0.6 を乗
じて得たものに 5メー
トルを加えたもの

建築物の高さは、次に
掲げる数値以下でなけれ
ばならない。ただし、第

１号の規定を適用する場
合において、階段室、昇
降機塔、装飾塔、物見
塔、屋窓その他これらに
類する建築物の屋上部分
の水平投影面積の合計が
当該建築物の建築面積の
８分の１以内のときは、
その部分の高さは、5メ
ートルを限度として算入
しない。 
(1) 10 メートル
(2) 建築物の各部分から

前面道路の反対側の境
界線又は隣地境界線ま
での真北方向の水平距
離に 0.6 を乗じて得た
ものに 5メートルを加
えたもの 
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建築物等
の形態又
は色彩そ
の他の意
匠の制限

１ 屋外空間では、演色性が高く、かつ、暖かみのある光源を基調とするもの
とする。 
２ 光源の位置や配光は、周辺街区への光害に配慮するものとする。 
３ 地区のシンボル施設や歩行者の主動線を顕在化させるあかりとなるように
配慮する。 
４ 点滅する照明は使用しない。ただし、６月以内の期間を限り、表示、又は
設置する場合は除くものとする。 
５ 建築物等の外観に使用する色彩は、マンセル表色系（日本産業規格に定め
る色の表示方法）で次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、建築
物等の外観の各面の面積のうち５分の１未満の面積で使用する色彩又は表面に
着色していない自然石、木材、土壁、ガラス等の素材本来が持つ色彩について
は、この限りではない。 
(1) 色相 OYR から 4.9YR の範囲であり、明度 5以上 8未満かつ彩度 2以下 
(2) 色相 OYR から 4.9YR の範囲であり、明度 3以上 5未満かつ彩度 4以下 
(3) 色相 5.OYR から 9.9YR の範囲であり、明度 3以上 8未満かつ彩度 4以下 
(4) 色相 OY から 4.9Y の範囲であり、明度 3以上 8未満かつ彩度 4以下 
(5) 色相 5.0Y から 9.9Y の範囲であり、明度 3以上 8未満かつ彩度 2以下 
６ 建築物の屋上に設ける水槽、クーリングタワー、キュービクル等の建築設
備は、壁面の立ち上げ又はルーバー等で覆い、当該工作物の色彩は、設置する
建築物の外観の色彩と調和したものとする。 
７ 建築物の上部を利用する屋外広告物は、設置しないものとする。 
８ 建築物等の壁面等に取り付けられた屋外広告物は、次の各号のいずれかに
該当する場合を除き、設置しないものとする。 
(1) 建築物又は工作物の壁面に対して平面的に広告表示するもので、その上端
までの高さを地上又はデッキ部分から 5メートル以下とするもの 

(2) 建築物等の壁面に取り付けられた工作物の突出面に広告表示するもので、
その下端までの高さを地上又はデッキ部分から 2.5 メートル以上、上端まで
の高さを地上又はデッキ部分から 5メートル以下とするもの
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建築物等
の形態又
は色彩そ
の他の意
匠の制限

１ 屋外空間では、演色性が高く、かつ、暖かみのある光源を基調とするもの
とする。 

２ 光源の位置や配光は、周辺街区への光害に配慮するものとする。 
３ 地区のシンボル施設や歩行者の主動線を顕在化させるあかりとなるように
配慮する。 
４ 点滅する照明は使用しない。ただし、６月以内の期間を限り、表示、又は
設置する場合は除くものとする。 
５ 建築物等の外観に使用する色彩は、マンセル表色系（日本産業規格に定め
る色の表示方法）で次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、建築
物等の外観の各面の面積のうち５分の１未満の面積で使用する色彩又は表面に
着色していない自然石、木材、土壁、ガラス等の素材本来が持つ色彩について
は、この限りではない。 
(1) 色相 OYR から 4.9YR の範囲であり、明度 5以上 8未満かつ彩度 2以下 
(2) 色相 OYR から 4.9YR の範囲であり、明度 3以上 5未満かつ彩度 4以下 
(3) 色相 5.OYR から 9.9YR の範囲であり、明度 3以上 8未満かつ彩度 4 以下 
(4) 色相 OY から 4.9Y の範囲であり、明度 3以上 8未満かつ彩度 4以下 
(5) 色相 5.0Y から 9.9Y の範囲であり、明度 3以上 8未満かつ彩度 2以下 
６ 建築物の屋上に設ける水槽、クーリングタワー、キュービクル等の建築設
備は、壁面の立ち上げ又はルーバー等で覆い、当該工作物の色彩は、設置する
建築物の外観の色彩と調和したものとする。 
７ 建築物の上部を利用する屋外広告物は、設置しないものとする。 
８ 建築物等の壁面等に取り付けられた屋外広告物は、次の各号のいずれかに
該当する場合を除き、設置しないものとする。 
(1) 建築物又は工作物の壁面に対して平面的に広告表示するもので、その上端

までの高さを地上又はデッキ部分から 5メートル以下とするもの 
(2) 建築物等の壁面に取り付けられた工作物の突出面に広告表示するもので、

その下端までの高さを地上又はデッキ部分から 2.5 メートル以上、上端まで
の高さを地上又はデッキ部分から 5メートル以下とするもの


